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平成 27年度インターネット監視による労働条件に係る情報収集事業

の実施について

平成27年6月 30日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2015」において、

「働き過ぎ防止のための取組強化Jが盛り込まれるとともに、平成 26年 11月

1日には過労死等防止対策推進法が施行されるなど、長時間労働対策の強化は

喫緊の課題となっているところである。

このため、長時間にわたる過重な労働等の労働条件に問題があると考えられ

る事業場に対する監督指導の選定等に当たってインターネットを活用すること

が、昨年 12月に開催された臨時全国労働基準部長会議において指示され、本年

1月より試行的に実施しているところであるが、今般、インターネット上の求

人情報、書き込み等の情報を監視し、長時間にわたる過重な労働等の労働条件

に問題があると考えられる事業場の情報を収集し、当該事業場を管轄する都道

府県労働局及び労働基準監督署（以下「局署」という。）へ通報することを目的

とした「インターネット監視による労働条件に係る情報収集事業J（以下「本事

業j という。）を実施することとしたので了知されたい。

なお、平成 27年度の実施については、下記のとおりであるので、本事業が効

果的なものとなるよう、的確に実施されたし、。

記

1 事業の実施

本事業は、株式会社庚済堂（以下「受託者」という。）に委託し、名称を「イ



ンターネット情報監視事業j として行うこと。

2 実施期間

平成27年7月2日（木）から平成28年 3月 31日（火）まで

3 局暑における対応

受託者から局署に対し、本事業により把握した問題事業場情報が提供された

場合には、監督指導を実施するなど的確に対応すること。


